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【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  33/18     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月2日(2008.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
  シリカ多孔体は、ＳｉＯ２を主成分とする多孔性物質であれば特に限定されない。具体
的には、シリカゲル、廃ガラス多孔質粒、ゼオライト等を使用することができる。本発明
では、このうちシリカゲルが好適である。
  また、シリカ多孔体は、Ｓｉを主成分とするものであるが、本発明の効果を損なわない
程度に、その他の金属元素を含んでいてもよい。例えば、金属元素としては、Ｆｅ、Ｔｉ
、Ｚｒ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｎａ、Ｋ等が挙げられる。
  シリカ多孔体は、多孔質なものであり、その比表面積が１００ｍ２／ｇ～７００ｍ２／
ｇ（さらには４００ｍ２／ｇ～５００ｍ２／ｇ）であるものが好ましい。このような範囲
であることによって、シリカ多孔体の細孔内部に、溶媒、溶液が浸漬しやすく、各種成分
を均一に浸漬させることができる。
  比表面積が小さすぎる場合は、溶媒、溶液が浸漬しにくく、目的とするシリカ粒体が得
られ難い。比表面積が大きすぎる場合は、焼成後、強度が著しく低下する可能性がある。
  シリカ多孔体の平均粒子径は、特に限定されないが、通常５μｍ～５ｍｍ（さらには５
０μｍｍ～４．５ｍｍ、さらには５００μｍｍ～４ｍｍ）程度が好ましい。
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